
関係団体 御中

「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法
律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に

関し当該延長後の満了日を令和6年6月30日とする措置を指定する件」にお
ける保険医療機関又は保険薬局の取扱いについて

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課倍β)及び後期高齢者医療主管課(部)並びに都道府

県後期高齢者医療広域連合事務局あて通知するとともに別添団体各位に協力を

依頼しましたので、貴団体におかれましても、関係者に対し周知を図られます

ようお願いいたします。

事務連絡

令和 6年1月16日

厚生労働省保険局医療課

。収絵.N。毛
6.1.17

▽',

と1 畢メ、



公益社団法人日本医師会御中

公益社団法人日本歯科医師会御中

公益社団法人日本薬剤師会御中

一般社団法人日本病院会御中

公益社団法人全日本病院協会御中

公益社団法人日本精神科病院協会御中

一般社団法人日本医療法人協会御中

一般社団法人日本社会医療法人協議会御中

公益社団法人全国自治体病院協議会御中

一般社団法人日本慢性期医療協会御中

一般社団法人日本私立医科大学協会御中

一般社団法人日本私立歯科大学協会御中

一般社団法人日本病院薬剤師会御中

公益社団法人日本看護協会御中

一般社団法人全国訪問看護事業協会御中

公益財団法人日本訪問看護財団御中

独立行政法人国立病院機構本部御中

国立研究開発法人国立がん研究センター御中

国立研究開発法人国立循環器病研究センター御中

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

国立研究開発法人国立国際医療研究センター御中

国立研究開発法人国立成育医療研究センター御中

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター御中

独立行政法人地域医療機能推進機構本部御中

独立行政法人労働者健康安全機構本部御中

健康保険組合連合会御中

全国健康保険協会御中

公益社団法人国民健康保険中央会御中

社会保険診療報酬支払基金御中

財務省主計局給与共済課御中

文部科学省高等教育局医学教育課御中

文部科学省高等教育局私学行政課御中

総務省自治行政局公務員部福利課御中

総務省自治財政局地域企業経営企画室御中

警察庁長官官房教養厚生課御中

防衛省人事教育局御中

労働基準局労災管理課御中

労働基準局補償課御中

各都道府県後期高齢者医療広域連合御中

御中



地方厚生(支)局医療課

「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第

2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日

を令和6年6月30日とする措置を指定する件j における保険医療機関又は保険薬局の取扱
いについて

御中

「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措

置の指定に関する政令」(令和6年政令第5号)が、別添1のとおり、令和6年1月16日付

けで公布され、同日から施行されたことにより、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全

等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号。以下呼却という。)の規

定の一部が、令和6年能登半島地震による災害に適用されることとなった。

具体的には、法第2条第1項の特定非常災害として令和6年能登半島地震による災害が指

定され、その被災者等について、行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満了日の

延長や、法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除等の措置が行われるも

のである。

これを受けて、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関す

る法律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該

延長後の満了日を令和6年6月30日とする措置を指定する件」(令和6年厚生労働省告示第

7号。以下「告示」という。)が別添2のとおり、令和6年1月16日付けで告示された。

この告示は令和6年能登半島地震に際し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用さ

れた市町村の区域(以下「特定被災区域」という。)内において、健康保険法第63条第3項

第1号の規定に基づく保険医療機関又は保険薬局の指定等について、有効期間を延長し、そ

の満了日を令和6年6月30日とするものである。

これらに伴う健康保険法に関する法令の運用における留意点等は下記のとおりであるので、

その取扱いに遺漏のないよう願いたい。

事務連

令和6年1月

絡

16日

厚生労働省保険局医療課

行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満了日の延長について

(1)告示により有効期間等の満了日を延長した権利利益のうち、健康保険法(大正11年

法律第70号)の規定に基づくものは、次のとおりである。

・保険医療機関又は保険薬局の指定(特定被災区域内に在る保険医療機関又は保険薬

局に係るものに限る。)

記



(2)特定権利利益に係る満了日の延長措置は、法に基づく特別措置であり、当該特別措
置によらずに、保険医療機関又は保険薬局の指定の更新を行うことができるものにつ
いては、告示による満了日の延長措置にかかわらず、関係法令に基づき指定の更新を
行うこととするよう御配慮願いたい。

(3)告示により指定された措置のほか、法第3条第1項に規定する行政庁又は行政機関
は、令和6年能登半島地震による災害の被害者であって、理由を記した書面により同
項各号に掲げる特定権利利益に係る満了日の延長の申出を行ったものについて、令和
6年6月30日までの期日を指定してその満了日を延長することができることとされ
ており、特定被災区域外の保険医療機関又は保険薬局から申出が行われた場合は、本
規定に基づいて対応いただきたい(法第3条第3項)。



政
令
第
五
号

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
ょ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関

す
る
政
令

内
閣
は
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
(
平
成
八
年
法
律
第

八
十
五
口
万
)
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
前
段
、
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
並
び
に
第
七

条
の
規
定
に
基
つ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

(
特
定
非
常
災
害
の
指
定
)

第
一
条
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
(
以
下
「
法
」
と
い

う
。
)
第
二
条
第
一
項
の
特
定
非
常
災
害
と
し
て
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
ょ
る
災
害
を
指
定
し
、
同
年
一
月
一
日
を
同

項
の
特
定
非
常
災
害
発
生
日
と
し
て
定
め
る
。

(
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
)

第
二
条
前
条
の
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
と
し
て
、
法
第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
指
定

す
る
。

別添1



(
行
政
上
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
期
旦

第
三
条
第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
六
年
六
月
三
十
日
と
す

る
。(

特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
に
係
る
期
限
)

第
四
条
第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
ぃ
て
の
免
責

に
係
る
期
限
は
、
令
和
六
年
四
月
三
十
日
と
す
る
。

(
法
人
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
期
旦

第
五
条
第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
と

す
る
。

(
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び
期
旦

第
六
条
第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は
、
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
際
し
災

害
救
助
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
)
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
発
生
市
町
村
の
区

域
と
す
る
。



2
 
第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
六
年
九
月
三
十
日
と
す
る
。

(
調
停
の
申
立
て
の
手
数
料
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び
期
旦

第
七
条
第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
際
し
災

害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
発
生
市
町
村
の
区
域
と
す
る
。

2
 
第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
八
年
十
二
月
三
十
一
日
と
す
る
。

附

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

貝lj



報官3

0
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
号

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
埒
別
措
置
に
関
す
る
法
律
(
平
成
八
年
法
律
第
八

十
五
号
)
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
特
定
権
利
利
益
に
係
る
期
間
の
延
長
に
関
し
当
該
延
長

後
の
満
了
日
を
令
和
六
年
六
月
三
十
日
と
す
る
措
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
武
見
敬
三

令
和
六
年
一
月
十
六
日対

象
と
な
る
特
定
権
利
利
益

職
業
安
定
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
言
ぢ
)
第
三
十
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
有
料
の
職
業
紹
介
事
業
の
許
可

療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

対
象
者

特
定
被
災
区
域
内
に
保
険
医

療
機
関
又
は
保
険
薬
局
を
有

す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
主
た
る

事
務
所
を
有
す
る
者
(
令
和

六
年
三
月
二
十
八
日
ま
で
に

当
該
許
可
の
有
効
期
問
が
満

了
す
る
者
を
除
く
J

令和 6年1月16日火曜日 (号外特第6号)

別添2
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4

職
業
安
定
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
の

許
可

児
童
福
祉
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
第
十
九
条
の
三
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
く
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
認
定

食
品
衛
生
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
士
言
ぢ
)
第
三
十
一
条
の
規
定

に
基
づ
く
登
録
検
査
機
関
の
登
録

食
品
衛
生
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
営
業
の
許
可
(
特
定
被
災

区
域
内
に
在
る
営
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

予
防
峡
種
法
露
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
)
第
〒
五
条
第
一
顎
の
規
定

に
基
づ
く
祠
法
第
十
六
条
第
二
項
第
石
ぢ
の
医
療
費
及
ぴ
医
療
手
当
、
同
項
第

四
号
の
遺
族
年
金
若
し
く
は
遺
族
一
時
金
又
は
同
項
第
五
号
の
葬
祭
料
の
給
付

の
請
求

報

旅
館
業
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
)
第
三
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
旅
館
業
の
許
可
を
受
け
た
地
位
の
承
継
の
申
請
(
特
定
被
災
区
域

内
に
お
い
て
経
営
さ
れ
る
旅
館
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

官

特
定
被
災
区
域
内
に
主
た
る

事
務
所
を
有
す
る
者
(
令
和

六
年
三
月
一
十
八
日
ま
で
に

当
該
許
可
の
有
効
期
問
が
満

了
す
る
者
を
除
く
。
)

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

二
十
三
号
)
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
を
有
す
る
者

帳
の
交
付

生
活
保
護
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
)
第
四
十
九
条
の
規
定
に

基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
指
定
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
指
定
医
療
機
関
に

係
る
も
の
に
限
る
。
)

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
亘
舌
ぢ
)
第
四
条
第
項

の
規
定
に
基
づ
く
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
若
し
く
は
輸
入
業
又
は
販
売
業
の

登
録
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
製
造
所
若
し
く
は
営
業
所
又
は
店
舗
に
係
る

も
の
に
限
る
J

特
定
被
災
区
域
内
に
事
務
所

又
は
食
品
衛
生
法
第
二
十
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査

を
行
う
場
所
を
有
す
る
者

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
例
給
付
金
の
支
給

麻
薬
及
ぴ
向
精
神
薬
取
締
法
凾
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
第
五
十
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
向
精
神
薬
輸
入
業
者
、
向
精
神
薬
輸
出
業
者
、
向
精
神

薬
製
造
製
剤
業
者
若
し
く
は
向
精
神
薬
使
用
業
者
又
は
向
精
神
薬
卸
売
業
者
若

し
く
は
向
精
神
薬
小
売
業
者
の
免
許
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
向
精
神
薬
営

業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

特
定
被
災
区
域
内
に
営
業
所

を
有
す
る
者

障
智
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
欄
す
る
法
律
第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
く
在
宅
就
業
障
害
者
特
例
調
整
金
が
支
給

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

く
報
奨
金
の
支
給

あ
へ
ん
法
凾
知
二
十
九
年
法
律
第
七
十

項
の
規
定
に
基
づ
く
け
し
の
栽
培
の
許
可

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

く
在
宅
就
業
障
害
者
特
例
報
奨
金
の
支
給

特
定
被
災
区
域
内
に
お
い
て

経
営
さ
れ
る
旅
館
業
を
承
継

す
る
者

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三

号
)
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
障
害
者
雇
用
調
整
金
の
支
給

'
、
(
^
=
十
五
年
法
律
^
百
四
十
^
号
。
ス
下
戻
薬
口
。
医
療
棚
器
等
迭

と
い
う
。
)
第
四
条
第
一
^
の
規
定
に
基
づ
父
薬
局
の
開
設
の
許
可
(
特
定
被
災

区
域
内
に
在
る
薬
局
に
係
る
も
の
に
限
る
J

特
定
被
災
区
域
内
に
指
定
医

療
機
関
を
有
す
る
者

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
連
携
喋
局

の
認
定
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
地
域
連
携
薬
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

言
ぢ
)
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
特
定
被
災
区
域
内
に
栽
培
地

を
有
す
る
者

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
専
門
医
療
機
関

連
携
薬
局
の
認
定
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
に
係

る
も
の
に
限
る
J

低
薬
遅
医
^
機
島
等
0
 
第
医
薬
邦
 
0
又
は
ヒ
粧
町
⑦
製
造
販
毛
業
の
件
リ
汀
(
^

定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
務
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

「
一
、
^
薬
 
0
を
除
」
、
医
薬
邦
 
0
又
は
化
粧
"
の
製
造
業
の
許
丁
部
特
寔

被
災
区
域
内
に
在
る
製
造
所
に
係
る
も
の
に
限
る
J

特
定
被
災
区
域
内
に
製
造
所

若
し
く
は
営
業
所
又
は
店
舗

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
主
た
る

事
務
所
を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
向
精
神

薬
営
業
所
を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
主
た
る

事
務
所
を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
主
た
る

事
務
所
を
有
す
る
者

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
汁
三
際
切
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品

(
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
)
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の
製
造
所
に
係

る
登
録
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
製
造
所
に
係
る
も
の
に
限
る
J

特
定
被
災
区
域
内
に
主
た
る

事
務
所
を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
主
た
る

事
務
所
を
有
す
る
者

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品
等
外

国
製
造
業
者
の
認
定

特
定
被
災
区
域
内
に
薬
局
を

有
す
る
者

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品

等
外
国
製
造
業
者
の
製
造
所
に
係
る
登
録

特
定
被
災
区
域
内
に
地
域
連

携
薬
局
を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
専
門
医

療
機
関
連
携
薬
局
を
有
す
る

者

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
器

又
は
体
外
彫
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
霧
定
被
災
区
域
内
に
在
る

事
務
所
に
係
る
も
の
に
限
る
J

特
定
被
災
区
域
内
に
事
務
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
製
造
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
製
造
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
そ
の
製

造
す
る
医
薬
品
等
の
製
造
販

売
業
者
の
主
た
る
事
務
所
が

在
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
そ
の
製

造
す
る
医
薬
品
等
の
製
造
販

売
業
者
の
主
た
る
事
務
所
が

在
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
務
所

を
有
す
る
者

令和 6年1月16日火曜日 (号外特第6号)



医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第

機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
祝
の
製
造
業
の
登
録

製
造
所
に
係
る
も
の
に
限
る
J

特
定
被
災
区
域
内
に
そ
の
製

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療

造
す
る
医
療
機
器
等
の
製
造

機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録

販
売
業
者
の
主
た
る
事
務
所

が
在
る
者

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
高
度

管
理
医
療
機
器
等
に
係
る
登
課
認
証
機
関
の
登
録
霽
定
被
災
区
域
内
に
在
る

事
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
J

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
再
生
医

療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
務
所
に
係
る

も
の
に
限
る
。
)

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療

(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
再
生

医
療
等
製
品
の
製
造
業
の
許
可
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
製
造
所
に
係
る
も

の
に
限
る
J

報

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
再
生

医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定

官

特
定
被
災
区
域
内
に
製
造
所

を
有
す
る
者

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品
の
販
売

業
(
配
置
販
売
業
を
除
く
。
)
の
許
可
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
店
舗
に
係
る

も
の
に
限
る
。
)

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品
の
販
売

業
(
配
置
販
売
業
に
限
る
。
)
の
許
可
(
特
定
被
災
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る

業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
J

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
高
度
管
理
医
療

機
器
等
の
販
売
業
叉
は
貸
与
業
の
許
可
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
営
業
所
に

係
る
も
の
に
限
る
。
)

特
定
被
災
区
域
内
に
お
い
て

登
録
認
証
機
関
の
登
録
の
申

請
を
す
る
者

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
器
の

修
理
業
の
許
可
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

第
二
十
号
)
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
に
お
け
る
衛
生

的
環
境
の
確
保
に
欄
す
る
事
業
の
登
録
霧
定
被
災
区
域
内
に
在
る
営
業
所
に

係
る
も
の
に
限
る
。
)

特
定
被
災
区
域
内
に
事
務
所

を
有
す
る
者

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
四
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
再
生
医
療
等

製
品
の
販
売
業
の
許
可
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
営
業
所
に
係
る
も
の
に
限

る
。
)

特
定
被
災
区
域
内
に
製
造
所

を
有
す
る
者

労
イ
者
派
追
事
喋
の
適
正
メ
運
^
^
保
五
条
第
イ
項
の
規
匙
一
急
づ
く

労
働
者
派
遣
事
業
の
許
可

単
イ
病
等
妻
1
文
の
る
^
^
紗
X
 
小
 
0
寸
^
受
け
権
リ
が
裁
定
を
有
す
都
者
、
 
1
 
f
ナ

の
請
求

5

特
定
被
災
区
域
内
に
そ
の
製

造
す
る
再
生
医
療
等
製
品
の

製
造
販
売
業
者
の
主
た
る
事

務
所
が
在
る
者

職
業
能
力
開
発
促
進
法
(
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
)
第
三
十
条
の
十

九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
登
録

介
護
^
一
、
サ
γ
モ
ス
事
業
者
の
ヒ
定
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在

る
事
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

特
定
被
災
区
域
内
に
店
舗
を

有
す
る
者

介
護
保
険
法
第
四
十
二
^
の
一
第
一
項
体
文
内
に
ー
^
耐
に
粒
る
も
の
を
有
す
知
者
 
1
 
P

に
限
る
J

特
定
被
災
区
域
内
に
お
い
て

業
務
を
行
う
者

介
護
^
法
第
四
'
ノ
区
域
内
に
在
畢
判
祈
に
禽
も
の
に
限
翫
0
)

特
定
被
災
区
域
内
に
営
業
所

を
有
す
る
者

^
^
^
険
^
第
四
十
ノ
条
陳
一
項
第
^
号
規
如
越
基
^
く
殆
に
・
"
0
)
す
る
都
 
1
 
.

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
営
業
所

を
有
す
る
者

价
護
保
険
法
第
五
十
三
条
第
一
順
本
文
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
价
護
予
防
サ
ー
特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

ビ
ス
事
業
者
の
指
定
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も
の
に
限
を
有
す
る
者

る
J

特
定
被
災
区
域
内
に
営
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
主
た
る

事
務
所
を
有
す
る
者
(
令
和

六
年
三
月
二
十
八
日
ま
で
に

当
該
許
可
の
有
効
期
問
が
満

了
す
る
者
を
除
く
。
)

介
護
保
険
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
密
着

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に

係
る
も
の
に
限
る
。
)

介
護
保
険
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
K
指
定
介
護
予
防
生
援
事
業

者
の
指
定
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
J

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
支
援
専
門
員
証

の
交
付

介
護
保
険
法
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
老
人
保
礎
施
設
の
開

設
、
眺
許
可
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
施
設
に
係
る
も
叺
に
限
る
J
 
、

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

介
護
保
険
法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
秩
療
院
の
開
設
の
許
可
特
定
被
災
区
域
内
に
施
設
を

(
蒜
定
被
災
区
域
内
に
在
る
施
設
に
係
る
も
の
に
限
翫
J
 
、
有
す
る
者
、

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者
又
は
特
定
被
災

区
域
を
包
括
す
る
都
道
府
県

の
知
事
か
ら
介
護
支
援
専
門

員
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
施
設
を

有
す
る
者

令和 6年1月16日火曜日 (号外特第6号)



6

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
第
盲
ぢ
事

業
に
係
る
指
定
事
業
者
の
指
定
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も

の
に
限
る
J

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
軍
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十

二
号
)
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
同
項
第
石
ぢ
の
医
療
費
及
び
医
療

手
当
、
同
項
第
四
号
の
遺
族
年
金
若
し
く
は
遺
族
一
時
金
若
し
く
は
同
項
第
五

号
の
葬
祭
料
の
給
付
又
は
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
同
項
第
一

号
の
医
療
費
及
び
医
療
手
当
、
同
項
第
四
号
の
遺
族
年
金
若
し
く
は
遺
族

金
若
し
く
は
同
項
第
五
号
の
葬
祭
料
の
給
付
の
請
求

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平

成
十
七
年
法
律
第
百
二
士
言
ぢ
。
次
項
に
お
い
て
「
障
害
者
総
合
支
援
法
一
と

い
う
。
)
第
五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
相
談
支
援
給
付
費
等

の
給
付
決
定

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
般

相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も
の
に

限
る
。
)

報

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
軍
成
十
八
年
法
律
第
八
士
舌
ぢ
)

附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
四
十
八

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
(
特

定
被
災
区
域
内
に
在
る
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

官

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
C
型
特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

俄
畷
諾
瀧
繁
露
務
駕
謡
讐
弊
鰯
器
雛
二
ー

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

の
支
給
の
請
求

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措

置
法
皐
成
二
十
一
年
法
律
第
九
〒
八
号
)
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

同
法
第
四
条
第
盲
ぢ
の
医
療
費
及
び
医
療
手
当
、
同
条
第
四
号
の
遺
族
年
金
若

し
く
は
遺
族
一
時
金
又
は
同
条
第
五
号
の
葬
祭
料
の
給
付
の
請
求

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

特
定
B
型
肝
炎
ウ
ィ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
六
号
)
第
八
条
第
一
項
第
十
二
条
第
一
項

第
十
三
条
第
一
項
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
追
加
給
付
金
、
定
期
検
査
費
母
子
感
染
防
止
医
療
費
、
世
帯
内
感
染
防
止

医
療
費
又
は
定
期
検
査
手
当
の
支
給
の
請
求

麻
薬
及
向
炉
締
に
/
卸
、
、
ノ
占
・
の
麻
薬
の
譲
渡
し
務
祈
を
都
す
る
者
1

の
許
可

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十

号
)
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
医
療
費
の
支
給
認
定

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
ぴ
に
永
住
帰
国
し
仇
中
国
残
留
郭

人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
倒
施
行
規
則
軍
成
六
年

支
給
の
申
請

特
定
被
災
区
域
内
に
施
設
を

有
す
る
者

食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
六
号
)

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
営
業
の
許
可
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
営
業
所
に
係
る
も
の
で
あ
っ

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
営
業
所

を
有
す
る
者
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0
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全

等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

(
平
成
八
年
六
月
十
四
旦

(
法
律
第
八
十
五
口
方
)

第
百
三
十
六
回
通
常
国
会

第
一
次
橋
本
内
閣

改
正
平
成
九
年
五
月
九
日
法
律
第
五
0
号

同
一
一
年
三
一
月
二
二
日
同
第
一
六
0
号

同
一
四
年
七
月
三
百
同
第
八
五
号

同
一
六
年
六
月
二
日
同
第
六
七
号

同
一
六
年
六
月
二
日
同
第
七
六
号

同
一
六
年
六
月
一
八
日
同
第
三
石
ぢ

同
王
<
年
六
月
一
八
日
同
第
一
三
号

同
一
八
年
六
月
二
日
同
第
五
0
号

同
一
八
年
六
月
一
三
日
同
第
九
二
号

同
二
0
年
五
月
二
三
日
同
第
四
0
号

同
二
三
年
六
月
二
四
日
同
第
七
四
号

同
二
五
年
六
月
一
三
日
同
第
五
四
号

同
三
0
年
六
月
二
七
日
同
第
六
七
号

令
和
三
年
五
月
一
九
日
同
第
三
六
号

同
四
年
五
月
二
0
日
同
第
四
四
号

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置

L
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別

措
置
に
関
す
る
法
律

(
趣
亘

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を

図
る
た
め
特
定
非
常
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
行
政
上
の
権
利
利

益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
義
務
に
係
る
免
責
法
人

の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
特
例
、
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間

の
特
例
、
民
事
調
停
法
(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
二
号
)
に
ょ
る

調
停
の
申
立
て
の
手
数
料
の
特
例
及
び
景
観
法
(
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十

号
)
に
ょ
る
応
急
仮
設
住
宅
の
存
続
期
間
の
特
例
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。

(
平
一
六
法
七
六
・
平
王
<
法
一
一
丁
平
二
五
法
五
四
・
平
三
0

法
六
七
・
令
四
法
四
四
・
一
部
改
正
)

(
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
)

第
二
条
著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
で
あ
っ
て
、
当
該
非
常
災
害
の

被
害
者
の
行
政
上
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
り
、
又
は
当
該
非
常
災
害
に

よ
り
債
務
超
過
と
な
っ
た
法
人
の
存
立
、
当
該
非
常
災
害
に
ょ
り
相
続
の
承

零
し
く
は
放
棄
を
す
べ
き
か
否
か
の
判
断
を
的
確
に
行
う
こ
と
が
困
難
と

な
っ
た
者
の
保
護
当
該
非
常
災
害
に
起
因
す
る
民
事
に
関
す
る
紛
争
の
迅

速
か
つ
円
滑
な
解
決
若
し
く
は
当
該
非
常
災
害
に
係
る
応
急
仮
設
住
宅
の
入

居
者
の
居
住
の
安
定
に
資
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
特
に
必
要
と

認
め
ら
れ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
当
該
非
常
災
害
を
特
定
非
常
災

害
と
し
て
政
令
で
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政

啓
撃
＼
0
-
＼
二
一
φ
"
m
一
一
器

(
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
)

/
》
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令
に
は
、
当
該
特
定
非
常
災
害
が
発
生
し
た
日
を
特
定
非
常
災
害
発
生
日
と

し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

2
 
前
項
の
政
令
に
お
い
て
は
、
次
条
以
下
に
定
め
る
措
置
の
う
ち
当
該
特
定

非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該

指
定
の
後
新
た
に
そ
の
余
の
措
置
を
適
用
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、

当
該
措
置
を
政
令
で
追
加
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

(
平
二
五
法
五
四
・
一
部
改
正

(
行
政
上
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関
す
る
措
置
)

第
三
条
次
に
掲
げ
る
権
利
利
益
(
以
下
「
特
定
権
利
利
益
」
と
い
う
。
)
に

係
る
法
律
、
政
令
又
は
内
閣
府
設
置
法
(
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
口
方
)

第
七
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
四
項
(
{
呂
内
庁
法
(
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
七
十
口
方
)
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
)
、
、
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
(
令
和
三
年
法
律
第
三
十
六
口
万
)
第
七
条
第

三
項
若
し
く
は
国
家
行
政
組
織
法
(
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
口
方
)
第

十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項
の
命
令
若
し
く
は
内
閣
府
設
置

法
第
七
条
第
五
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
六
項
若
し
く
は
宮
内
庁
法
第
八

条
第
五
項
、
、
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
第
七
条
第
五
項
若
し
く
は
国
家
行
政
組
織

法
第
十
四
条
第
一
項
の
告
示
(
以
下
「
法
令
」
と
い
う
。
)
の
施
行
に
関
す

る
事
務
を
所
管
す
る
国
の
行
政
機
関
(
内
閣
府
宮
内
庁
並
び
に
内
閣
府
設

置
法
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
機
関
デ
ジ
タ
ル
庁
並

び
に
国
家
行
政
組
織
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
)
の
長
(
当
該
国
の
行
政
機
関
が
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
又
は
国
家
行
政
組
織
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
委
員

会
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
員
会
)
は
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害

者
の
特
定
権
利
利
益
で
あ
っ
て
そ
の
存
続
期
間
が
満
了
前
で
あ
る
も
の
を
保

全
し
、
又
は
当
該
特
定
権
利
利
益
で
あ
っ
て
そ
の
存
続
期
間
が
既
に
満
了
し

た
も
の
を
回
復
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
非
常
災

害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日
(
以
下
「
延
長
期
日
」
と
い
う
。
)
を
限
度
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
特
定

権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を
延
長
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
法
令
に
基
づ
く
行
政
庁
の
処
分
(
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
前
に
行
っ

た
も
の
に
限
る
。
)
に
ょ
り
付
与
さ
れ
た
権
利
そ
の
他
の
利
益
で
あ
っ

て
、
そ
の
存
続
期
間
が
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
に
満
了
す
る
も
の

二
法
令
に
基
づ
き
何
ら
か
の
利
益
を
付
与
す
る
処
分
そ
の
他
の
行
為
を
当

該
行
為
に
係
る
権
限
を
有
す
る
行
政
機
関
(
国
の
行
政
機
関
及
び
こ
れ
ら

に
置
か
れ
る
機
関
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
限
る
。
)
に
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
権
利
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
続
期
間
が
特
定
非
常
災
害
発
生

日
以
後
に
満
了
す
る
も
の

2
 
前
項
の
規
定
に
ょ
る
延
長
の
措
置
は
、
告
示
に
ょ
り
、
当
該
措
置
の
対
象

と
な
る
特
定
権
利
利
益
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
ご
と
に
、
地
域
を
単
位

と
し
て
、
当
該
措
置
の
対
象
者
及
び
当
該
措
置
に
ょ
る
延
長
後
の
満
了
日
を

指
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

3
 
第
一
項
の
規
定
に
ょ
る
延
長
の
措
置
の
ほ
か
、
同
項
第
石
万
の
行
政
庁
又

は
同
項
第
二
号
の
行
政
機
関
(
次
項
に
お
い
て
「
行
政
庁
等
」
と
い
う
。
)

は
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
特
定
権
利
利
益
に
つ
い
て

保
全
又
は
回
復
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
に
ょ
り
満
了
日
の
延

零
ゞ
＼
0
三
●
一
竺
誓
一
器

(
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
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を
図
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た
め
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特
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措
置
に
関
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る
法
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長
の
申
出
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
延
長
期
日
ま
で
の
期
日
を
指
定
し
て

そ
の
満
了
日
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
 
延
長
期
日
が
定
め
ら
れ
た
後
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
ょ
る
満
了
日

の
延
長
の
措
置
を
延
長
期
日
の
翌
日
以
後
に
お
い
て
も
特
に
継
続
し
て
実
施

す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
国
の
行
政
機
関
の
長

又
は
行
政
庁
等
は
、
同
項
又
は
前
項
の
例
に
準
じ
、
特
定
権
利
利
益
の
根
拠

と
な
る
法
令
の
条
項
ご
と
に
新
た
に
政
令
で
定
め
る
日
を
限
度
と
し
て
、
当

該
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を
更
に
延
長
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で

き
る
。

5
 
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ

る
場
合
に
お
け
る
特
定
権
利
利
益
に
係
る
期
間
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
他

の
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
る
。

(
平
一
一
法
工
<
0
 
・
令
三
法
三
六
・
一
部
改
正

(
期
限
内
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
義
務
に
係
る
免
責
に
関
す
る
措
置
)

第
四
条
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
に
法
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
履
行
期
限

が
到
来
す
る
義
務
(
以
下
「
特
定
義
務
」
と
い
う
。
)
で
あ
っ
て
、
特
定
非

常
災
害
に
ょ
り
当
該
履
行
期
限
が
到
来
す
る
ま
で
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
も

の
に
つ
い
て
、
そ
の
不
履
行
に
係
る
行
政
上
及
び
刑
事
上
の
責
任
(
過
料
に

係
る
も
の
を
含
む
。
以
下
単
に
「
責
任
」
と
い
う
。
)
が
問
わ
れ
る
こ
と
を

猶
予
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起

算
し
て
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て

の
免
責
に
係
る
期
限
(
以
下
「
免
責
期
限
」
と
い
う
。
)
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

2
 
免
責
期
限
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
免
責
期
限
が
到
来
す
る
日
の

前
日
ま
で
に
履
行
期
限
が
到
来
す
る
特
定
義
務
が
免
責
期
限
が
到
来
す
る
日

ま
で
に
履
行
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
特
定
義
務
が
特
定
非
常
災
害
に
ょ
り
履

行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
責
任
は
問
わ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

3
 
免
責
期
限
が
定
め
ら
れ
た
後
前
二
項
に
定
め
る
免
責
の
措
置
を
免
責
期

限
が
到
来
す
る
日
の
翌
日
以
後
に
お
い
て
も
特
に
継
続
し
て
実
施
す
る
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
政
令
で
、
特
定
義
務
の
根
拠
と
な
る
法
令

の
条
項
ご
と
に
、
新
た
に
、
当
該
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
に

係
る
期
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
項
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

4
 
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
義
務
が
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
事
由
に
ょ
り
そ
の
履
行
期
限
が
到
来
す
る
ま
で
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場

合
に
つ
い
て
他
の
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
ょ
る
。

(
債
務
超
過
を
理
由
と
す
る
法
人
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
特
例
に
関
す

る
措
置
)

第
五
条
特
定
非
常
災
害
に
ょ
り
そ
の
財
産
を
も
っ
て
債
務
を
完
済
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
法
人
に
対
し
て
は
、
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
政

令
で
こ
の
条
に
定
め
る
措
置
を
指
定
す
る
も
の
の
施
行
の
日
以
後
特
定
非
常

災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定

め
る
日
ま
で
の
間
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た

だ
し
、
そ
の
法
人
が
、
清
算
中
で
あ
る
場
貪
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
又
は
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

容
ゞ
＼
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